
　★提出のあった意見の概要及びそれに対する考え方等

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし◆類似意見の集約 （ 0 ） 件

市民意見公募手続の実施結果

日間

意見の概要

所管課名

実施事案名

意見に対する考え方（議員で構成する専門部会）

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件

令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月２６日（月）

意見数（うち意見の反映件数） 39件　（8件）

◆政策等の案への反映結果

３．用語の定義
定義が(1)手話を必要とする者、(2)市民等、(3)事業者とあるが、(1)に出て
くる 文言中「ろう者」の定義がないため、(1)が曖昧になっている。ろう者の定
義を加えたら良い。

　「３（１）中の「ろう者」を「手話を用いて日常生活及び社会生活を営むろう者」にします。
　加えて、定義に関連する「１．条例制定の背景・趣旨」中の「ろう者をはじめ手話を必要とする者」を「手話を必要とする者」にしま
す。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

４．基本理念
「手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有することを踏ま
え」とあるが、この点については、理念として示すだけでなく、条文においても
「権利」として明確に位置づけることが重要であると考える。

　「手話を必要とする者が手話により意思疎通を図る権利を有する」と基本理念に記載していますので、こうした認識が広がり具
体的な施策が進むよう、いただいたご意見は関係する市長部局に引き継ぎます。

39意見募集期間

議会事務局　議事調査課

松山市手話言語条例（案）

◆政策等の案への反映結果

５．責務及び役割（４）手話を必要とする者の役割
手話を必要とする者は、基本理念にのっとり、手話の普及等に関する施策に協
力するとともに、主体的かつ自主的に手話の普及に努めるものとします。
　　　　　↓	
手話を必要とする者は、基本理念にのっとり、手話の普及等に関する施策に協
力するとともに、主体的かつ自主的に手話の普及に努め、その環境の整備は市
が務めるものとします。

　ろう者をはじめ手話が必要な皆様へのご負担を考慮し、本条文は削除します。

１．条例制定の背景・趣旨
「ろう者をはじめ手話を必要とする者にとっては、他者との関係を構築し、知識
や情報を得るための重要な意思疎通の手段であり」との記述があるが、私たち
は言語を「伝える手段」と「思考の手段」として用いる。条例案の記述は「伝える
手段」としてのみ捉えており、言語の本質や、聴覚言語である日本語と視覚言
語である手話はまったく異なりかつ対等であるという視点が不足している。

　「１．条例制定の背景・趣旨」中の「～重要な意思疎通の手段であり、～」を「～重要な意思疎通の手段であるのみならず、物事を
考え～」に修正します。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 ■ 反映　□反映なし

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

５．責務及び役割（４）手話を必要とする者の役割
ろう者等による「主体的な普及・啓発」についても重要な視点であり、条例案で
は、手話を必要とする者の役割として「主体的かつ自主的に手話の普及に努め
る」と記載されているが、それに加えて、市の施策として、ろう者等が普及・啓
発活動を行う際に、それを支援する旨を明確にしてほしい。

　ろう者をはじめ手話が必要な皆様へのご負担を考慮し、本条文は削除します。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

５．責務及び役割（４）手話を必要とする者の役割
「、手話の普及等に関する施策に協力するとともに、主体的かつ自主的に手話
の普及に努めるものとします」とあるが、手話を必要とすることと、施策に協力
することおよび手話の普及に努めることは、まったく別のことがらと考える。ろ
う者の団体等に役割を求めることは理解できるが、ろう者個人にまで施策への
協力や手話の普及を求める必要があるのか。

　ろう者をはじめ手話が必要な皆様へのご負担を考慮し、本条文は削除します。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

７．施策の推進（１）手話を学ぶ機会等の確保等
想定されている対象者は聴者のみと思われる。ここに、「聴覚障がい児とその
家族」も加えてほしい。「手話を学ぶもの」に「聴覚障がい児とその家族」を加
え、手話を家族の共通語にできるような支援が望まれる。

　「聴覚障がい児及び保護者等に対する支援」の条文に記載しています。いただいたご意見は今後の具体的な施策の推進の参考
とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

６．施策の推進方針
（１）④手話通訳者の確保及び手話通訳環境の充実に関する施策
推進方針の中に意思疎通支援者のための施策がない。全日本ろうあ連盟の「市
町村手話言語条例モデル案」の「手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、
手話言語による意思疎通支援者のための施策」（第５条　施策の策定及び推進）
ような「支援者のための施策」の処遇改善という一文を要望する。

　「７（６）手話通訳者の養成等」を以下のとおり修正します。
７（６）手話通訳者の養成及び処遇の確保等
　市は、手話通訳者及びその指導者の確保、養成及び手話に関する技術の向上を図るとともに、手話通訳者の専門職としての社
会的評価の向上及び適切な処遇の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

「７．（２）」～「７．（５）」、「７．（９）」～「７．（１１）」、「７．（１３）」は、「努めるものとす
る」との記述だが、条例の実効性を高めるために「行う」「する」等の記述が望ま
しいと考える。市長の記者会見には手話通訳がなく、字幕のみの提供であり、
手話通訳を付与することが求められる。条例案では「努めるものとする」であ
り、今後も手話通訳が付与されない可能性が考えられ、ろう者には伝わらない
状況が続くことが懸念される。
また、「広報まつやま」も日本語で書かれており、これも手話動画での配信が望
まれる。松山市の広報番組「大好き！まつやま」もテロップだけのため、手話動
画の挿入が望まれる。

　７（２）、７（９）、７（１０）については、「努めるものとする」を「講ずるものとする」、「行うものとする」に改めます。
　７（３）、７（４）、７（５）、７（１１）については、関係機関や事業者との調整が必要であり、現状のとおりとする予定ですが、「１４．議
会への報告」により、その報告内容を確認し、よりよい施策が推進されるよう関係する市長部局との協議に務めます。
　７（１３）については、昨年施行された法律に、財政上の措置等が規定されているため、今後、国の動向を踏まえ、関係する市長
部局と必要な財政措置を協議していくことを考えておりますので現状のとおりとします。
　その他いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継
ぎます。

７．施策の推進（７）手話通訳者の派遣体制の整備等
市は、手話を必要とする者が手話による意思疎通を図ることができる環境の
整備に資するよう、手話通訳者の派遣その他必要な措置を講ずるものとしま
す。
　　　　　↓
市は、手話を必要とする者が手話による意思疎通を図ることができる環境の
整備に資するよう、手話通訳者の派遣体制の整備や適切な処遇の確保、その他
必要な措置を講ずるものとします。

　「７（６）手話通訳者の養成等」を以下のとおり修正します。
７（６）手話通訳者の養成及び処遇の確保等
　市は、手話通訳者及びその指導者の確保、養成及び手話に関する技術の向上を図るとともに、手話通訳者の専門職としての社
会的評価の向上及び適切な処遇の確保その他必要な施策を講ずるものとする。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

本条例は手話に特化した内容となっているが、手話以外にも、要約筆記、点字、
触覚によるコミュニケーション、拡大文字、ICT等、さまざまなコミュニケーショ
ン手段がある。これらについて、将来的に別の条例として制定する予定がある
のか、あるいは一体的な条例として整理していく方針があるのかなど、方向性
を示してほしい。

　手話以外の情報コミュニケーションに関することについては、別途検討する考えです。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

今後、手話言語を巡る動きは変化していくことが予想される。毎年１回の議会
報告を報告だけで終わらせないためにも、３年の見直し規定の追加を要望す
る。

　見直しの必要性等があれば、議会での議員から理事者に対する質問等で対応します。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

条例を実効性のあるものとして推進していくため、施策の検討や進捗の確認等
を行う協議会などの設置についても、条例に位置づけてほしい。

　進捗の確認については、議会への報告の中で対応していきます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

松山市における手話文化の保存、継承及び発展の推進について、条例の中で
明文化することが必要だと考える。手話は単なる意思疎通の手段ではなく、文
化であり、地域の歴史と深く結びついている。

　手話文化の保存、継承及び発展の推進については、手話施策推進法に定められており、今後、関係する市長部局が策定する具
体的な施策の中で対応されるものと考えているため、現状のとおりとします。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

松山市におけるろう運動の歴史や、地域の手話サークルが果たしてきた役割に
ついても、条例の中に位置づけることが重要だと考える。これらは、現在の手
話環境を築いてきた基盤であり、次の世代へと引き継いでいくべき大切な財
産である。

　具体的施策の中で、本市のろう運動の歴史や地域の手話サークルが果たしてきた役割について、次世代へ引き継いでいけるよ
う関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

条例案では、乳幼児期から手話を学ぶことへの支援についての記載がない。手
話は「命」であるとも言われるが、それを理念だけに終わらせないためには、乳
幼児期から手話を獲得できる仕組みを、市の施策として位置づけることが不可
欠であり、早期からの言語獲得を支援する取り組みについて、ぜひ条例に反映
していただきたい。

　いただいたご意見については、　「７（９）聴覚障がい児及び保護者等に対する支援」に記載しています。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

松山市主体の防災訓練は、聴覚障がい者も含めて、実際に体験してみることが
大切である。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

条例の制定に賛同する。小中高校での科目に手話の学習をしてほしい。 　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

手話学習者が通いやすい曜日にしてほしい。現在は火曜日と木曜日になってい
るが、土曜日に新たに設置してほしい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

通訳派遣は幅広く派遣してほしい。デフリンピック開催により競技者が増える
ことを期待しており、スポーツ通訳者も増えてほしい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

手話はなくてはならないコミュニケーション手段である。手話の他に文字（字
幕）も必要な情報発信であり、宿や公共施設などあらゆる場所のテレビに字幕
を付けてほしい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

警察も手話ができる環境にしてほしい。聴覚障がい者の高齢者はスマホを使え
るが、電話リレーサービスは利用しにくいと予想されるので、聴覚障がい者は
警察に相談しにくい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

松山空港の駐車場料金の支払が特に不便だと感じる。完全に無人にするより
は、片方だけでも有人支払窓口にするか、無人支払機に字幕案内があると助か
る。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

聴覚障がい者の情報保障など、安心して暮らせる街づくりをしていただきた
い。情報保障（災害時に防災放送が聞こえない、避難所で伝達が聞こえないな
ど）の充実のためにも条例を制定し、手話言語という狭義にとらわれず福祉都
市を構築していただきたい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

松山市社会福祉協議会聴覚総合支援課に手話通訳者を設置してほしい。事故
や急病などの緊急の連絡が入った時に手話通訳できる職員が迅速に駆けつけ
て通訳してくれれば安心する。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

コロナ以降、様々な商業施設や公共施設の職員がマスクを着けたままである。
着ける必要があるのは分かるが、口元を隠されると読み取り辛く、困る。相手
が「耳が聞こえません」と言った時だけでもいいので、マスクを外すか筆談をす
るなどの対応をしてほしい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

施策の推進の「手話を学ぶ機会の確保等」について、難聴や手話に乏しいろう
者向けに手話を学ぶを場を設けてほしい。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

施策の推進の「医療機関における環境整備」について、通訳派遣制度があるが、
医療機関は専門用語が多く、通訳者の手話の技術に不安があるため、気軽に依
頼できない。ろう者や聞こえにくい方が安心して、医療に関われる環境整備を
希望する。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

施策の推進の「事業者への支援」について、会議や普段の相談など、当事者は
見ているだけで自分の意見があったとしても言い切れず、残念な場合が多い。
ろう者や聞こえにくい人の能力が生かしきれないのは寂しいと感じる。聴者と
同様の情報を得ることができてからがスタートだと感じる。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

施策の推進の「手話を用いた情報発信」について、手話を言語としている方の
多くは文字を読んで理解するのが難しい方が多い。耳の聞こえ方も人それぞれ
であり、手話で理解できる人のために、テレビやYouTube、松山市の公式
LINEなど、映像で情報提供する配慮をしてもらえると情報把握の差が少しは
小さくなるのではないか。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

施策の推進の「意見の聴取」について、手話で困りごとや要望を感じているろ
う者や聞こえにくい人は多い。市と当事者との情報交換をする場を定期的につ
くるのはどうか。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

施策の推進の「災害時の対応等」について、実際に災害が起きたときにどう対
応するのか、どこに困りごとを伝えるのか、どのように相談するのか不安が大
きい。消防の団体など毎年1回研修会で手話の必要性を再認識するという市が
あると聞いている。手話のできる団員がいるだけでも安心感を強く感じる。

　いただいたご意見については、今後の具体的な施策の推進の参考とさせていただくため、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

手話は私にとって命である。是非制定してほしい。 　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

環境の生活の中で必要とする言葉の手話を使うことから、役立つライフスタイ
ルの豊かさの生きがいを広めたい。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

手話は私たち聴覚障がい者にとって、単なるコミュニケーションの手段ではな
く、命と同じくらい大切な言語である。手話の大切さや条例制定の必要性につ
いて市民の皆様にも理解してほしい。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。



□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

□ 有　■ 無 ※ 集約意見数 □ 反映　■反映なし

　★政策等の案の公表後、実施機関が自らの判断で修正した内容
修正内容

修正前 修正後
修正理由

⇒

障害者権利条約は2006年12月13日にできたが知らない人が多い。1981
年の国際障害者年の後も障がいのある人の社会参加度は低い。社会のあり方
を考える機会になるよう願っている。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

ろう文化の理解や手話は「言語」であることの理解（障がいの特性に合わせた
配慮）が重要である。言語の平等はろう者と聴者双方が理解できることであ
り、手話言語条例における災害用語は、子どもや高齢者にスムーズに伝えられ
る手話言語を整え、命を守ることこそ共生社会に肝要な配慮と考える。ろう者
が疎外されることのない条例であってほしい。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

手話ができなくてもいいし、健聴者とのコミュニケーションを楽しみにしてい
る。少しずつ手話を広めていくと観光客も安心して過ごせる。災害等でも聴障
者が安全に生活できたらいい。条例ができるのを期待している。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

聴覚障害者の文化的な暮らしをカバーできるのは手話である。手話は言語とし
てコミュニケーションを理解した文化である。当たり前となることを願う。

　いただいたご意見については、関係する市長部局へ引き継ぎます。

◆類似意見の集約 （ 0 ） 件 ◆政策等の案への反映結果

★意見等を反映させる場合

該当なし


